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はじめに 

 

 生野区には、年齢や性別、国籍ルーツ、障がいの有無など、さまざまな特性や背景を持つ人々が

住み、それぞれ異なった世帯構成や生活環境の中で暮らしておられます。 

 また、仕事や学校のほか、ボランティアなど、いろいろな理由で生野区に訪れ、活動をしている

人々もいます。 

 このように、いろいろな人々が暮らし、働き、学び、訪れる地域で、だれもが自分らしく安心し

て生活していくためには、住民や行政をはじめ、生野区に関わるすべての人の力をあわせて、共に

生き共に支え合い、みんなが生活を共に楽しむ生野区をつくり上げていく「地域福祉」を進める必

要があります。 

 この「生野区地域福祉ビジョン 2023-2026」は、生野区の「地域福祉」が近い将来どのような

姿であるべきなのか、その実現に向けてどのように進めていけばいいのかということに対し、区役

所がどのようにして地域住民のみなさんと一緒に福祉の課題に取り組んでいけばいいのか、何より

も地域住民のみなさんがどのような形で「地域福祉」を進める力となれば、生野区に住んでよかっ

たと思えるだろうか、といったことを念頭に置きながら、平成 26 年（2014 年）に策定した「生

野区地域福祉ビジョン」と平成 30 年（2018 年）策定の「生野区地域福祉計画」の理念を承継し

つつ、あらためて区の現状と今後の課題を再認識して作成しました。 

 新型コロナウイルス感染症の流行が社会に大きな影響を与え、それまでの生活スタイルも大きく

変化しました。対面でのコミュニケーションが制約され地域福祉活動は大きな制約を受けることに

なりましたが、一方で、人と人が気にかけあう関係性や社会とのつながりの大切さが再確認されま

した。 

また、近年の大規模な自然災害の発生や、今後起こるとされる南海トラフ巨大地震への備えや対

策、災害時の支え合いのための体制づくりも必要です。 

 今回策定する「生野区地域福祉ビジョン 2023-2026」が、こうした危機的な状況やその他の人

生のさまざまな困難に直面した時にも、人と人がつながりあい、支え合い、だれもが自分らしく安

心して暮らし続けられる地域づくりの指針となるように取り組みを進めてまいります。 

 

 

令和５年３月 

生野区長 筋原 章博 
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第１章 地域福祉ビジョン 2023 の概要                           

 

１ 地域福祉ビジョン 2023 策定の背景と趣旨 

大阪市では、平成 24 年(2012 年)７月に策定された「市政改革プラン１」に基づき、ニア・イズ・

ベター２（補完性・近接性の原理）の考え方のもと、それぞれの区において、地域の実情に応じた特

色ある取組が進められています。 

地域福祉３の分野においても、平成 24 年(2012 年)12 月に「大阪市地域福祉推進指針」（以下、

「市地域福祉指針」という。）が策定され、各区における地域福祉の共通の指針・方向性が示されま

した。 

そして、平成 30 年(2018 年)３月には、各区に共通する福祉課題への対応として基礎的な部分と

なるしくみや、大阪市全体で中長期的な視点を持って進めることが必要な取組を定める「大阪市地

域福祉基本計画」(以下、「市基本計画」という。)が、令和 3 年（2021 年）３月には「大阪市地域

福祉基本計画（第 2 期）」が策定されました。 

生野区では、これら市地域福祉指針・市基本計画の趣旨を踏まえ、平成 26 年(2014 年)12 月に

「生野区地域福祉ビジョン」を策定し、地域福祉の分野における区の特性・実情に応じた将来像と、

その実現に向けた取組を進めてきました。 

さらに、市基本計画の策定を受けて平成 30 年(2018 年)３月には「生野区地域福祉計画」を策定

し地域福祉を進めてきました。 

新型コロナウイルス感染症の流行等、地域福祉を取り巻く情勢に大きな影響を与える状況の中で、

あらためて区の地域福祉の現状を見つめ直すとともに、この間の取組を踏まえたうえで、課題を再

認識し、地域福祉のめざす方向性を定めるため、「生野区地域福祉ビジョン 2023-2026」(以下、「地

域福祉ビジョン 2023」という。)を策定しました。 

 

1 「成長は広域行政、安心は基礎自治行政」という考え方を基本に、基礎自治行政について、現在の大阪市の下で「ニ

ア・イズ・ベター（補完性・近接性の原理）」を徹底的に追求した新しい住民自治と区政運営の実現、ムダを徹底的

に排除した効果的・効率的な行財政運営をめざし策定。 

2 住民に近いところで行われる決定ほど望ましい、という地方分権の基本的な考え方。 

3 それぞれの地域において人々が安心して暮らせるよう、地域住民や公私の社会福祉関係者がお互いに協力して地域社

会の福祉課題の解決に取り組む考え方。 
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２ 地域福祉ビジョン 2023 の位置づけ 

地域福祉ビジョン 2023 は、基礎的な計画である大阪市地域福祉基本計画（第２期）とともに、

生野区の特性に応じた地域福祉の方針・施策を定める計画として、社会福祉法第 107 条に定める「市

町村地域福祉計画４」として位置づけられ、区の特性やニーズに応じた地域福祉の方向性を示し、そ

れを具現化するための指針とします。 

 

4 市町村が、地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として、①地域における福祉サ

ービスの適切な利用の推進に関する事項、②地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項、③

地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項を、一体的に定めるために策定する行政計画。  

 

３ 取組期間 

地域福祉ビジョン 2023 の取組期間は、令和５年度（2023 年度）から令和８年度（2026 年度）

までの４年間とします。 

 

大阪市 生野区

H12年(2000年)6月 国で改正社会福祉法の施行

→市町村で地域福祉計画策定へ

H16年（2004年）

H18年（2006年）

H21年（2009年）

H23年(2010年）

H24年（2012年）7月 市政改革プラン→ニア・イズ・ベター

H24年（2012年）12月

H26年（2014年）12月 各区に応じた地域福祉ビジョンの策定

H27年度（2015年度）～

　　  28年度（2016年度）
市社会福祉審議会からの意見

→各区を支援する市の基本計画策定へ

H30年度（2018年度）

R2年度（2020年度）

R3年度（2021年度）

R5年度（2023年度）

大阪市地域福祉計画

第1期：H16～20年度

大阪市地域福祉計画

第2期：H21～23年度

大阪市地域福祉推進指針

区地域福祉アクションプラン

第1期：H18～22年度

区地域福祉アクションプラン

第2期：H23～27年度

大阪市地域福祉基本計画

第1期：H30～R2年度

大阪市地域福祉基本計画

第2期：R3～R5年度

区地域福祉ビジョン

H26年12月～H29年度

区地域福祉計画

H30年度～R4年度

（仮称）区地域福祉ビジョン2023
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４ 地域福祉ビジョン 2023 の推進 

地域福祉の推進は、世代や属性に関わらず、さまざまな地域福祉活動に参加する住民が主体とな

ります。 

その中で、区役所は、地域福祉ビジョン 2023 において地域福祉のめざすべき全体像を示し、そ

れに向けてそれぞれの主体とともにさまざまな取組が推進されるよう支援していく役割を担います。 

なお、社会福祉法において地域福祉推進の中心的な担い手として規定される社会福祉協議会５は、

本市では極めて公共性の高い団体として準行政機関と位置づけられており、生野区においても、生

野区社会福祉協議会（以下「区社協」）との間で、「地域福祉活動の支援にかかる連携協定６書」を締

結し、区役所と区社協が相互に役割を分担し、連携・協働できるよう、ともに地域福祉の推進に取り

組んでいます。 

また、行政機関として限られた経営資源（予算・人員・時間等）を使って最大限の効果をあげるた

め、ニーズの的確な把握とその対策の企画立案（Plan）、事業実施（Do）、実施状況の評価（Check）、

評価を踏まえた事業の効果的な見直し（Action）という、いわゆるＰＤＣＡサイクルの考え方のも

とで、毎年度策定する区運営方針等により、地域福祉ビジョン 2023 の推進に向けて取り組んでい

くとともに、必要に応じて区政会議７で中間振り返りを行います。 

 

5 社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。昭和26年

（1951年）に制定された社会福祉事業法（現在の「社会福祉法」）に基づき、設置されています。社会福祉協議会

は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法

人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心

して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動を行なっています。 

6 地域が抱えている課題（福祉、環境、防災からまちづくりまで多肢に渡る）に対して、自治体と民間企業等が協力

し、解決を目指す協定のこと。 

7 区役所で実施しているまちづくりの方向性や取組の成果について、立案段階から意見を把握し適宜これを反映させる

とともに、その実績及び成果の評価に係る意見を聴くことを目的として、区長が区民等その他の者を招集して開催す

る会議。 
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第２章 地域福祉ビジョン 2023 の理念                          

 

１ 生野区将来ビジョンの基本理念 

生野区将来ビジョン８（以下、「区将来ビジョン」という。）における基本理念には以下の考え方が

あります。 

 

基本理念としての「異和共生」 

近年、人々の価値観がより一層多様化している中、生野区には、国籍や文化、生活習慣など、様々

な違いを有する 60 近くもの国や地域をルーツとする人々が生活しています。そのため、お互いの

ことを知り、それぞれの違いや個性を受け入れ、すべての人が自分らしくいきいきと暮らすことが

できる共生社会に向けたまちづくりが求められています。 

ここで、生野区のまちづくりに共通する基本理念として、「異和共生」という考え方を紹介します。 

この考え方の背景として、共生社会９に向けたまちづくりを進めるにあたって、「お互いの壁を取

り払って一緒にやりましょう」とされることが多く見受けられますが、壁を完全に取り払うと、結

果として多数派が少数派を呑み込んでしまい、本来の共生の姿ではなくなってしまいがちです。 

そこで、お互いの壁を取り払うのではなく、あえて壁を残したまま、互いに壁のすきまから一歩、

あるいは半歩でも踏み出して、壁と壁の間で一緒にできる事を少しずつ増やしていこう、という考

え方が「異和共生」で、その語源は「異なったまま、和やかに、共に生きる」状態をさしています。

その前提となるのは、互いの壁を支える文化や歴史を尊重し大切にすることです。 

生野区は、この「異和共生」を基本理念として、まちづくり・区政運営を進めていきます。 

 

誰もが居場所と持ち場のあるまち 

生野区では、これまでも、「誰もが居場所と持ち場のあるまちへ」をスローガンに、区政運営を進

めてきました。 

「居場所」とは、誰もが安心して暮らせるためのセーフティネット 10 が機能していることを意味

し、「持ち場」とは、自分の得意技や経験、力や時間を活かしてみんなが何かの担い手として関わる

ことを意味しています。 

「異和共生」を基本に、生野区のまちで暮らし、遊び、働く人々がそれぞれ「面白い」と感じられ

るまちになってほしいとの考えのもと、区民の「誰もが居場所と持ち場のあるまちへ」をスローガ

ンに、「暮らしても遊んでも働いても面白い」異和共生のまちづくりを進めていきます。 

 

8  生野区長が、生野区内の基礎自治行政を総合的に推進していく上で、生野区のめざすべき将来像とその実現に向けた

施策展開の方向性等をとりまとめ、区民の人々に明らかにするために策定するもの。 

9  障がい者、高齢者、外国につながる住民をはじめ全ての人が、積極的に参加・貢献していくことができる社会。 

10 全ての人が安心・安全に暮らせる多層的・多元的な生活支援の機能・しくみのこと。 
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２ 地域福祉ビジョン 2023 の基本理念 

地域福祉ビジョン 2023 は、大阪市地域福祉基本計画（第２期）の基本理念である「だれもが自

分らしく安心して暮らし続けられる地域づくり」に基づきながら、ニア・イズ・ベターの考え方のも

と、地域の実情に即した特色ある施策を展開するため、区将来ビジョンの目指す方向性・理念を踏

まえたものとし、「だれもが地域とつながりをもって、安心して暮らせる共生社会の実現に向け、み

なさんと力をあわせて、生野区らしい福祉をつくります」を基本理念とします。 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市地域福祉基本計画（第２期）の基本理念

生野区将来ビジョンの基本理念

だれもが自分らしく安心して

暮らし続けられる地域づくり

「居場所」と「持ち場」のあるまちへ

～「暮らしても遊んでも働いても面白い」異和共生のまちづくり～

だれもが地域とつながりをもって

安心して暮らせる共生社会の実現に向け

みなさんと力をあわせて

生野区らしい福祉をつくります

生野区地域福祉ビジョン2023の基本理念
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第３章 福祉課題の概況と現状                          

 

１ 生野区の概況 

（１）高齢者を取り巻く現状 

生野区では、単身高齢者の割合が市の平均よりも高い状態で増加し続けています。 

また、区民の健康寿命 11（健康な期間の平均）は市の平均より長くなっていますが、65 歳以上の

要介護認定者の割合は市の平均より高い状況が続いており、認知症 12 の人数も市全体と同様に増加

が続いているなど、より一層の支援の必要性が高まっています。 

 

11 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。 

12 認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりしたためにさまざまな障がいが

起こり、生活するうえで支障が出ている状態（およそ６ヵ月以上継続）を指す。認知症を引き起こす病気のうち、も

っとも多いのは、脳の神経細胞がゆっくりと死んでいく「変性疾患」と呼ばれる病気。アルツハイマー病、前頭・側

頭型認知症、レビー小体病などがこの「変性疾患」にあたる。 
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（２）特定健診受診率推移 

区民の特定健康診査 13 の受診率や各種がん検診の受診率は、市平均を下回っていることから、よ

り一層区民の健康意識を高めていく必要があります。 

生活習慣病やがんに関する知識をはじめ、検診の重要性や検診日程、実施医療機関等の周知に努

めます。 

 

13 40～74 歳の人を対象に、生活習慣病の予防を目的として行われる健康診査。高齢者医療確保法に基づいて、国民

健康保険や健康保険組合などの医療保険者が行う。平成20 年（2008）から実施。健診の結果、メタボリックシン

ドロームまたはその予備軍と判定された人は、医師・保健師・栄養管理士等による特定保健指導を受けることができ

る。 

 

24.6%
25.2% 25.3%

26.2% 26.4%

28.3%
28.8% 28.9%

30.0% 30.2%

24.0%

26.0%

28.0%

30.0%

32.0%

H29 H30 R1 R2 R3

65歳以上で要介護認定者の割合

大阪市 生野区

2,000人

2,500人

3,000人

3,500人

4,000人

38,000人

40,000人

42,000人

44,000人

46,000人

48,000人

50,000人

H29 H30 R1 R2 R3

認知症高齢者等（居宅）の人数推移

大阪市 生野区



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種がん検診受診率 R３年度(202１年度) 

 

種 別 生野区 大阪市 

胃がん 2.4% 2.6% 

大腸がん 3.3% 3.2% 

肺がん 2.9% 2.7% 

子宮がん 9.5% 11.7% 

乳がん 8.2% 8.7% 

 

（３）区内の高齢者・障がい者虐待通報件数 

区内の高齢者や障がい者に対する虐待通報件数は増加傾向にあり、児童虐待相談の件数・割合も

増加しています。虐待は、心身や人格に重大な影響を与えるものであり、不安な兆候や課題を早期

に発見し、発生を未然に防止することが重要なため、支援を必要とするケースの早期発見・事前予

防に向けた取組が必要です。 
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